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埼玉県介護支援専門員協会

第４回定期総会・報告
埼玉県介護支援専門員協会
総務部長 原島 清

埼玉県介護支援専門員協会第４回定期総会が５月15日（土）「さいたま市民会館うらわ」で開催
されました。今年の総会は、通常の事業報告・決算及び事業計画・予算の審議だけではない、い
くつか重要な特徴をもった総会でした。
第１は、当協会が「特定非営利活動促進法」にもとづくＮＰＯ法人格を今年度中に取得する方
針及び「設立発起人会」の設置を決定したことです。そして、これにもとづく現協会の解散と
「特定非営利活動法人埼玉県介護支援専門員協会」の設立を正式に議決する臨時総会を今秋（10月
23日）に開催する予定です。県内に従事する介護支援専門員の要となる公益団体が法人格を持つ
ことにより、社会的に認知された存在となり、行政や他の職能団体とも連携を深め協力・協同の
関係を築く上で大きな意義をもつものです。設立発起人会（理事会）では、既に新協会の「定款」
案の検討を行っています。まとまり次第、会員のみなさんにも提示したいと思います。機関紙等
でご報告してきた内容がいよいよ実行段階に入ることになりました。
第２は、昨年から話題に上がっていた全国的な介護支援専門員団体の組織である「全国介護支
援専門員連絡協議会」に県協会として正式に加入することを決定したことです。これにより、来
年度の介護保険制度の「見直し」等に対して、全国の介護支援専門員とともに様々な要望を反映
させる条件作り等が整うことになると考えられます。
上記内容につきまして、今後とも会員の皆様のご理解とご支援をお願いいたします。
総会後、記念行事として研究発表会と基調講演会が催されました。研究発表会は、加須市の医
療法人藍生会ケア・ビレッジ・シャロームの野呂牧人さん（調査研究部長）より「視点を変えて
可能性を広げよう」と題し、また久喜市社会福祉協議会の丸山広子さん（研修部長）より「安心
して地域で生活していくために」と題して研究発表がありました。現場からの実践報告だけに多
くの共感が寄せられました。その後の基調講演会では「介護支援専門員の新しい課題」と題して
峯尾武巳広報部長（神奈川県立保健福祉大学）より講演していただきました。ケアマネジメント
の原点に立ち返る内容に参加者にも大変好評でした。



シリーズ・介護支援専門員に求められる新しい課題

その２・ケアマネジメントの目的は生活支援
広報担当理事 峯尾 武巳
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「事例から考える」
介護支援専門員の鈴木さんは一人暮らしの井上さん（70歳、女性）から「近頃、足腰が弱って買い物に行くの

が辛くなったのでヘルパーさんを介護保険で利用したい」と相談を受けました。井上さんは要支援の認定済みで

す。鈴木さんは井上さん宅を訪問し、アセスメントをし、井上さんの希望に沿って「ひまわり訪問介護事業所」

のヘルパーさんに週３回、買い物のための派遣を依頼し、ケアプラン表を作成しました（事業所名等登場人物は

仮名です）。

このような事例は特に珍しいことではないと思います。さて、この事例からケアマネジメントサイクルと介護

支援専門員の課題を考えていきたいと思います。

介護支援専門員の井上さんのインテーク面接とアセスメントの視点は何処に置いたらいいのでしょうか。相談

の内容から「足腰が弱って、買い物に行くのが辛い。ヘルパーさんを頼みたい」ということが主訴として確認でき

ます。井上さんの話からは「右ひざは膝関節炎で通院中である」「以前、転んだことがある」「商店街から１キロ

ほど離れた住宅街に住んでいる」ことなどが確認できました。鈴木さんは室内の様子や生活状況についてのアセ

スメント結果から、ヘルパー派遣の妥当性の確認や室内の手すりの設置、デイサービス等の利用を提案しました。

会員の皆さんはどのような面接をおこなうでしょうか、通常、主訴から導かれる面接は、状況確認中心の「サー

ビス提案型」になる傾向が見られます。つまり、主訴がハッキリしていることからくる「ニーズとデマンド（要

求）」の混同に原因があると考えられます。

「買い物に行くのが辛い」というのは井上さんの体感的、主観的なニーズ（フェルトニーズ）と呼ばれるもの

です。「買い物に行くのが辛い」ことは事実だと思います。しかし、通院や散歩等の他の生活場面ではどうなの

でしょうか、つまり、「生活は連続した行動」「生活の継続」という視点から見た場合はどうなるのでしょうか。

井上さんは困っていないのでしょうか。そして「買い物をヘルパーがどのように援助したらよいのか」といった

「買い物が井上さんの生活に占める位置や役割、意味はどうなっているのか」という視点からの面接やアセスメ

ント、つまり専門家としての介護支援専門員から見たニーズ（プロフェッショナルニーズ）の視点は入らないの

でしょうか。

井上さんの生活上の困りごととしてのデマンドやフェルトニーズと鈴木さんが感じたプロフェッショナルニー

ズをすり合わせた真のニーズ（リアルニーズ）を考えることがインテーク面接とアセスメントの課題です。この

部分が不十分だと、ヘルパーへの援助内容の要望も「井上さんの希望に沿った買い物をする」というケアプラン

になりがちではないでしょうか。モニタリングの視点も「井上さんの希望どおりの品物が手に入っているか」に

なり、結果として社会性が欠け「閉じこもり老人」を作り出すことにつながらないでしょうか。ヘルパーを利用

して井上さんの生活はどのように変化するのでしょうか。半年後にはどうなることが望ましいのでしょうか。通

院結果やリハビリの状況と本人の実生活上の活動との関連性等について、他の専門職と情報交換の必要性はない

のでしょうか。

ここで考えたいことは、「ケアマネジメントはケアプランを作成することなのかという問題です。介護支援専

門員実務研修テキストではケアマネジメントを次のように説明しています。「地域社会の中で、人々が地域社会

での望ましい生活の継続を阻害するさまざまな複合的な課題に対して、生活の目標を明らかにし、課題解決に至

る道筋と方向を明らかにして、地域社会にある資源を活用し、総合的かつ効率的に課題解決を図っていくプロセ

スと、それを支えるシステム」と説明しています。また、ケアマネジメントは

①インテーク（導入面接） ②アセスメント ③ケアプラン作成（カンファレンスを含む） ④ケアの実行

⑤モニタリング（再アセスメントを含む）

以上、５段階のプロセスを踏みながら領域や分野が異なる専門職との連携と協働（チームケア）によって実行さ

れる、と説明しています。

ケアマネジメントが支えるのは「生活」です。ケアマネジメントはケアプランによって実行されますが、生活

についての評価視点のないプランやチームケアの視点の欠けたプランでは不十分です。インテークから始まるケ

アマネジメント全体のサイクルを理解してケアプランを作成することが大切です。



シリーズ・介護支援専門員に求められる新しい課題

その３・問題解決型から生活支援型ケアプランヘ①
広報担当理事 峯尾 武巳
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今回は、前回の事例を参考に「問題解決型から生活支援型ケアプランへ」と題して数回に分けて解説したいと

思います。

事例でみる井上さんの困りごとは「足腰が弱って買い物に行くのが辛い」ことです。従来のアセスメントとケ

アプランはこれら「生活の困りごと」「問題点」に焦点を当てた「問題解決型プラン」が中心だったと思います。

そのーつの根拠は「国際障害分類」による「機能障害・能力障害・社会的不利」という障害の概念があったと思

われます。足腰が弱る、膝が痛いという「機能障害」により、買い物に行くという「能力障害」が発生し、人々

とのふれあいの機会が減るという「社会的不利」が発生する。という考え方です。そして、障害は「個人」の問

題としてリハビリテーションを行い、障害を克服する。という概念でした。つまり、ケアプランもこの部分に焦

点を当てたプラン中心でした。

しかし、2001年にＷＨＯは従来の障害概念を修正し、新たに「国際生活機能分類・ＩＣＦ」の概念を打ち出し、

障害を個人の問題と捉えるのではなく、社会環境や生活環境、社会制度を変えていくことによって克服していく

という新しい障害概念を提案しました。

ＩＣＦでは障害を機能障害から一方向に考えるのではなく、生活機能と障害を心身・身体機能の状態と個人の

活動や参加の状態から捉え、更に、個人を取り巻く環境条件と個人的な因子を含めて検討するという、双方向か

ら生活や健康状態を捉えるという概念への転換です。

事例の井上さんの例で考えれば、足腰の衰えや、膝の痛みが改善されないとしても、福祉制度が発達し、誰も

が電動車椅子の貸与が可能になり、道路状況が整備され、バリアフリー化が進展することにより、外出の機会や

買い物に行くことが可能になる。つまり、井上さんの機能障害は改善しなくとも生活障害や社会的不利は減少す

る、ということになります。ところが、もし、井上さんが「車椅子に乗っているのを見られるのは嫌だ」という

個人因子が働いた場合や、井上さんの住宅が急な坂道や階段の多い場所だとすれば、井上さんの住居の地形的環

境が障害となり社会的不利が解消されない、という問題が発生します。この考え方は、社会福祉の分野でも「医

学モデルから生活モデルヘ」「エコロジカルソーシャルワーク」として提唱されていました。

ケアマネジメントの分野でもこの考えを取り入れ、昨年の実務研修からアセスメントの視点として導入されま

した。つまり、問題解決型プランから生活支援型プランへの転換です。

では「生活支援型プラン」とはどのようなことをいうのでしょうか。この点については次回に解説したいと思

います。

☆ＩＣＦに関する参考文献紹介☆

「国際生活機能分類－国際障害分類改訂版」 中央法規 3,500円

ＩＣＦの全体の解説書ですが難解です。

「目標指向的介護の理論と実際」 大川弥生著 中央法規 2,000円

障害状態に即した介護の展開について参考になります。

「質の高いケアマネジメント」 篠田道子著 中央法規 1,400円

今回のケアプランの変更に関して的確に解説しています。

「生活支援型ケアプランとケアマネジメント」 坂本宗久著 関西看護出版 1,800円

ＩＣＦについて直接説明していないが、生活支援を考える上で大変参考になります。

「介護支援専門員実務研修テキスト」 財団法人長寿社会開発センター 2,400円

昨年度の実務研修で使用したテキストです。ＩＣＦについては15年度の受験テキストの中でも説明されていま

すので参考にしてください。



対象者について 平成14年度 平成15年度

訪問介護 56.40％ 68.86％

訪問入浴介護 71.43 82.81

訪問看護 71.11 77.78

訪問リハビリテーション 56.10 74.42

通所介護 64.71 66.21

通所リハビリテーション 38.78 60.38

短期入所生活介護 27.27 44.44

ケアマネージャーについて 短期入所療養介護 29.63 35.00

福祉用具の貸与 68.59 69.11

住宅改修費の支給 58.33 64.25

平成14年度 平成15年度

満足 59.73％ 63.28％

やや満足 23.73 25.86

やや不満 0.00 4.83

不満 0.00 1.38

無回答 16.53 4.66

個別サービスについて 介護保険サービスへの苦情

アンケート結果の詳細は、上記支援機構の

ホームページでご覧になれます。

介護度別の無作為抽出により977名に郵送で調査を

依頼し、61.6％の回答を得ました。アンケートの回答

者は、本人と家族がおよそ50％ずつとなっています。

本人が回答した人をみると、65～74歳が18％、75～84

歳が51％、85歳以上が28％となっており、一人暮らし

の人が35％ありました。

ケアマネージャーへの満足度は、「満足」が本人は6

5％、家族が62％、「やや満足」が本人は22％、家族が

30％で、家族の満足度の方がやや高くなっています。

また、昨年度と比べると、「満足」の割合が増加して

います。

個別サービスの利用度を介護度別にみてみると、訪

問介護は要介護と要介護１が多く、通所介護・通所リ

ハビリテーションは要介護１と要介護２が、訪問入浴

介護・訪問看護は要介護５が、訪問リハビリテーショ

ンが要介護３から要介護５が、居宅療養管理指導・福

祉用具の貸与はすべての介護度で平均的に、住宅改修

費の支給は要介護４以下で多く利用されています。い

ずれも、サービスの特徴を表しているといえます。

サービスの種類ごとに、「満足」の割合を比べてみ

ると、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーショ

ンの満足度は比較的高く、短期入所生活介護・療養介

護が低くなっています。また、いずれのサービスでも

昨年度よりは満足度が高くなっていますが、訪問介護、

訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所リハビ

リテーションの満足度アップが目立ちます。短期入所

系のサービスは、「やや満足」を加えれば満足度７割

以上になっていますが、やはり「満足」と答えられる

サービスを目指すべきでしょう。

介護保険サービスに関する不満や苦情は22％がある

と答え、このうち64％が相談したと答えています。相

談先は「ケアマネージャー」が最も多く55％、次いで

「サービスを提供した事業所」「市役所」「介護保険サー

ビスの苦情相談室」となっています。
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神奈川県鎌倉市・ＮＰＯかまくら地域介護支援機構の紹介

全国各地の便り

ＮＰＯかまくら地域介護支援機構は保険者である鎌倉市と、サービスの利用者である市民、介護サービス提供

事業者の三者が、介護サービスの確保や向上を目的に協働で事業に取り組む機関として平成11年５月に設立され、

平成14年９月にＮＰＯ法人を取得しています。

今回は、平成15年度に鎌倉市と共同で実施された「介護保険サービス利用者アンケート」の結果を紹介します。

鎌倉市の人口は16年６月現在 172,213人 高齢化率 23．4％ 介護認定者は 6,356人です。詳しくは、かまくら地

域介護支援機構のホームページ http: ／／www．kamashien．com でご覧下さい。



自己紹介
則本 狭山市の特養に勤務しています。施設にはケア

マネがいますが、資格は仕事の基礎と思い受験

しました。介護福祉士と看護師ですが現在は看

護職の仕事をしています。

荒川 さいたま市内の在宅介護支援センターに勤務し

ています。介護福祉士と社会福祉士です。

南部 さいたま市の精神科クリニックに勤務していま

す。ケアマネの仕事はしていませんが、精神障

害者の支援制度の将来を考えて早めに資格を取

ろうと思いました。精神保健福祉士です。

松本 埼玉県国保連合会で非常勤ですが介護保険の苦

情担当をしています。仕事柄ケアマネの話をよ

く聞きますので、少しでもケアマネを理解した

いと思って受験しました。社会福祉士です。

内海 さいたま市内の在宅介護支援センターに勤務し

ています。介護保険を少しでも理解したいと思っ

て受験しました。力試しのつもりでしたが、資

格取得の報告を上司にしたところ、現在の職場

に異動することになりました。看護師です。

小川 東松山市内のグループホームに勤めています。

グループホームでも計画担当介護支援専門員が

必要になりましたので受験しました。

研修全体の感想

峯尾 今年度の研修からカリキュラムの変更等があり

ましたが、研修全体についての感想はいかがだっ

たでしょうか。

松本 資料が多くてびっくりしました。研修初日にテ

キスト２冊、その他に認定調査テキスト等持ち

きれないぐらいでした。

荒川 合格から研修開始までに時間があるので、研修

資料は受講手続きが完了した時点で配布してく

れると助かるのですが。

小川 「ポジティブ」「ネガティブ」と難しい言葉が

多く、大変難しく感じました。また、テキスト

に沿って説明された部分もあり読むのが大変で

した。

内海 確かに「デマンド」「ＩＣＦ」って何っていう

感じはありました。

南部 私も感じましたが、自分と違う職種の専門用語

を理解するのは大変でした。医学用語とか。後

期研修のグループワークでは参加者の考えが分

かり参考になりました。大変だったのは３日目

４日目の演習でした。演習事例で「参加」「活

動」「望む暮らし」を記入する演習シートでは

次のステップでも同じことをしているのではな

いか、という疑問があり、今も分かりません。

後期研修は自分の事例を提出したらホッとして、

この時点で終わったという感じでした。

国際生活機能分類・ＩＣＦについて

峯尾 南部さんから話がありました15年度の大きな変

更点であるアセスメント時にＩＣＦの考えを取

り入れるという内容はどうだったでしょうか。

南部 ケアマネジメントプロセスを理解し、アセスメ

ントの順序を一から順に演習する、ということ

は分かったのですが、どうしても同じことをし

ているのではないかという疑問が残りました。
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座 談 会 司 会 広報担当理事 峯尾 武巳

出席者 則本眞理子・狭山市

荒川 尚子・さいたま市

南部 靖・さいたま市

松本 恵子・川越市

内海 佳子・さいたま市

小川 悦子・川本町

15年度ケアマネ実務研修

を終えて

峯尾

お忙しいなかお集まりいただきましてありがとうございます。今日は平成15年度の介護支援専門員実務研修を
終了された６名の方にお集まりいただき、新しくなった実務研修の感想等についてお聞きしたいと思います。



内海 ３日目４日目がポイントだなと思い、演習中に

内容を確認しようとテキストを広げたら「その

部分はまだ読まないで下さい」と指導者の方か

ら注意されました。

則本 確かにＩＣＦの考え方を理解しようと事前にテ

キストを読むと、演習の答えが書いてあるので

迷いました。ＩＣＦの考え方として、問題点ば

かり捉えないで、良いところや希望を探すとい

うことは分かりました。

内海 演習事例のＥさんの事例で、何故、本人の希望

が「囲碁、碁会所」になるのかが分かりません

でした。私たちのグループは「入れ歯の問題」

を取り上げたのですが、隣のグループに行って

様子を聞くと、自分のグループとニーズが違う、

やっぱり「碁会所に行く」というプランにしな

くてはいけないのかな、という感じでした。

峯尾 今回の実務研修の研修方法は、あれこれ細かく

指導するという内容ではなく、参加者が主体的

に学習できる環境と参加型研修を展開する、と

いう方針のようでした。今の話はグループ間の

違いを無くし、同じ答えを導くというより「何

故そういうプランになったのか」という考え方

の違いを聴いて理解する、という意味ではない

かと思います。また、演習シートの件について

も完全なものではなかったようでした。

今回の実務研修は全体研修２日間、前期後期あ

わせて４日間、計６日間でしたが、課題分析手

法の研修が無くなった点が大きな変更点でした

が、話題になっている課題分析の際にＩＣＦの

考えを取り入れ、問題点の抽出ではなく、本人

の生活に対する希望や可能性の視点でアセスメ

ントするということが最大の課題で、ＩＣＦの

考え方を参考にすると「参加」の部分である

「社会レベル、人生レベル」での本人の希望が

優先される、という思考過程について演習を通

じて理解してもらうことが趣旨のようでした。

研修後の課題

峯尾 今回の研修内容についての現場での反応はどう

でしょうか。

小川 今回の情報は早い時期に伝わったようで「何々

出来ない、何々が問題だ、と介護サービス計画

書に記入してはいけないんだって」ということ

だけが伝わっていたようですが、新米のケアマ

ネが教えるというのも無理があり困りました。

現任のケアマネの研修はないのですか。

内海 私の事業所には数名のケアマネがいて、情報も

知識も早めに教えてもらっています。その意味

では刺激が多く勉強になります。県協会のこと

も教えてもらい会員になりました。

南部 今はケアマネをしていませんが、職場環境の違

いは大きいですね。

荒川 私の事業所も仲間が多いので助けてもらってい

ます。

小川 研修後にテキストを読み返したのですが、いま

改めて読んで分かったような気がしました。自

己学習が大切だなと思います。

則本 確かに、研修中はその日の演習で精一杯で、テ

キストを読み返す時間はありませんでした。研

修が終わってから本当の勉強のような気がしま

す。現在施設内で伝達研修をしているところで

す。問題解決型に馴染んでいる人は少し大変そ

うです。

松本 苦情相談を聞いていると、苦情を言われるのも

もっともだなというケースもあります。専門職

としてケアマネの職業倫理という問題について

いろんな人達と考えてみたいと思っています。

峯尾 今回の変更点については全体的な説明会は行わ

れていないようですが、職能団体や地域の会を

中心にＩＣＦの視点からの研修会が行われてい

ます。県協会でも先日スキルアップ研修でＩＣ

Ｆについて研修しました。

ひとりで頑張っているケアマネの支援策や職業

倫理の問題、実務研修終了後の継続研修の問題、

実務研修時の専門用語の問題等、介護支援専門

員の質の向上を一人ひとりの努力に頼るのでな

く、組織的に支援する体制作りの必要が再確認

されたように思います。

今日は本当にありがとうございました。頂い

たご意見は埼玉県社協にも報告したいと思いま

すし、県協会の今後の事業運営に役立てたいと

思います。ありがとうございました。
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研修部主催

「新人のための基礎セミナー」
「スキルアップセミナー」研修報告

研修部 丸山 広子

７月10日（土）研修部主催の表記研修会を東松山市

の東松山総合会館を会場に開催し、地元の方はもちろ

ん県内各地から合計125名の方が受講されました。

新人のための基礎セミナーでは、「ケアマネの仕事

とは」「面接のポイント」の２つで、ケアマネージャー

になってぶつかる壁を少しでも取り除き、仕事のヒン

トが得られれば、とのねらいで企画されました。

まず「ケアマネの仕事とは」の講師・原島清氏（当

協会総務部長）より、「指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準」をユーモアや実例を用い、

わかりやすく解説していただき、参加者からは、「解

りやすかった」「ウラ技を教えていただき、勉強になっ

た」との感想をいただきました。

次に「面接のポイント」の講師・野呂牧人氏（調査

研究部長）より、事例に基づき、参加者がロールプレ

イを行い、参加者自身の気付きを引き出すような演習

が行われました。こちらも現任のケアマネージャーら

しいコメントやヒントなど充実した内容のセミナーに

なりました。面接の楽しさや難しさ、利用者の気持ち

に立った話のしかたや声かけなど、２つの講義や演習

が終了したあと、会場の参加者と主催者側の先輩ケア

マネとの意見交換もあり、大変好評でした。

今後も、ケアマネとしてのスキルアップや、仲間作

りができるような研修を企画したいと思います。会員

の皆様のご意見をお待ちしています。

「スキルアップセミナー」に参加して

在宅介護支援センター

恒寿苑 森園 秀子

ＩＣＦは、人間の「生活機能と障害」の分類法とし

て、2001年５月、ＷＨＯ総会において採択された。こ

の特徴は、これまでのＷＨＯ国際障害分類がマイナス

面を分類するという考え方が中心であったのに対し、

生活機能というプラス面からみるように視点を転換し、

さらに環境因子等の観点を加えたことである。

◯障害中心から生活機能中心へ

（出来ないことに注目から、出来ることに注目）

◯活動と参加については、２つの構成概念（能力と実

行状況）によって評価される

（出来ている「実行状況」を出来る「能力」に近づ

ける工夫）

◯環境因子が考慮され、促進因子と阻害因子に分けて

評価が行われる

上記内容について事例を通し丁寧に講演していただ

き、とてもよく理解できました。

しかし、現実に立ち戻りＩＣＦの視点で様々な生活

課題をアセスメントし、ケアプランに活用するにはど

うしたら良いのか？

具体的な研修をしていただきたいと思います。
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編 集 後 記

遅れて申し訳ありませんでした。今回は11号、12号

の合併号とさせていただきました。

ほっとTime
調査部報告

汗が顔から流れ落ちる
「ゆっくりしていきな」と言われ

冷えた麦茶に身も心も………

人の暖かみに触れて

セミの声も耳に届く事務局からのお願い

地域支援部の今年度の活動について

地域支援部 宮本 博司

昨年度、平成12年２月に「県内ケアマネの会との交

流会」を参加して、各地域のケアマネの会では地域に

根ざした活動が活発にされていると感じました。県協

会の地域支援部として「地域のケアマネの会」の独自

性を生かした活動をサポートし、地域の会員の方々の

必要とする組織作りの大切さを感じました。県協会と

してＮＰＯ法人化に向けて、地域の会員はもとより

「ケアマネジメント」に対する地域の方々のニーズに

対応した組織作りが求められます。地域のニーズに基

づいた地域の会、会員の活動をサポートする方法とし

て、支部構想があると考え、具体的な支部の設置につ

いて原案を作成し、地域の会・地域の会員の方々から、

交流会等を通じ率直な意見を頂きたいと考えています。

ＮＰＯ法人設立時には支部が発足できるよう、総務

部をはじめとして各部と協力し目標の達成に努力いた

します。支部構想についての多くの意見をお願い致し

ます。県協会へメール等で頂ければと思います。よろ

しくお願い致します。（９月11日に交流会を予定して

います）

調査部では今年度、県内の介護支援専門員の実態調

査を予定しています。現在、一部地域で事前調査を実

施しています。調査へのご協力をお願いします。

平成16年度年会費納入のお願い

平成16年度年会費の納入のお済みでない方がお早め

にお願いいたします。

口座番号 00120・1・24612

加入者名 埼玉県介護支援専門員協会

※振込みの際は、振込用紙の「ご依頼人」の欄に、会

員名を忘れずにご記入ください。

また、複数名分をまとめて納入される場合は、全員

分のお名前を記入してください。記入がない場合は、

会員の確認が出来ない場合がありますので、ご注意

ください。

＊ご自宅、勤務先等に住所変更が発生した場合には、

当事務局までご連絡ください。

全国介護支援専門員連絡

協議会への加入について

第４回定期総会で議決されました「全国介護支援専

門員連絡協議会」への加入手続きが６月１日に完了い

たしましたのでご報告いたします。

臨時総会のお知らせ

ＮＰＯ法人化に向けた臨時総会を下記日程で開催い

たします。別紙総会資料を参照していただきご参加く

ださいますようお願いいたします。

期 日 平成16年10月23日 土曜日

時 間 午後２：００～

会 場 さいたま市民会館うらわ

内 容 埼玉県介護支援専門員協会の解散について

ＮＰＯ法人設立について
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